
 

部活動・スポーツ少年団活動等の校外活動について 

（新型コロナウイルス関連） 

 

石垣市における新型コロナウイルスへの対応として、部活動・スポーツ

少年団活動については、令和２年３月１７日（火）より当該団体の学校内

に限ってその活動を認めているところでありますが、沖縄県内における

新型コロナウイルスへの対応状況を総合的に勘案し、３月１８日（水）よ

り、感染の予防・衛生管理の徹底、必要最小人数かつ必要最小時間での活

動、衛生管理者の指定等を示した誓約書の提出を条件に、部活動・スポー

ツ少年団活動等の校外活動についても認めることといたします。 

なお、総合体育館等の公共施設の使用については、前述の誓約書の写し

の提示が必要となります。 

 

※ 誓約書は、石垣市及び石垣市教育委員会のホームページに掲載のほ

か、石垣市教育委員会窓口にて配付いたします。 

 

令和 2 年 3 月 17 日  

石垣市教育委員 会  




